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　本町では、地元産品等のＰＲによる産業振興とふるさと納税を
促進することを目的に、ふるさと納税をされた方に対して、お礼
の品として進呈する商品を募集します。
※お礼の品の進呈は、町外からの寄付者に限ります。

■応援事業者
　次の要件に全て適合する方
①町税の滞納がないこと
②�本人（法人にあたっては代表者）および従業員等が「暴力団員による不当な行為の防止等
に関する法律」に掲げる暴力団の構成員等でない方
※�ただし、上記の要件に適合しても、町が応援事業者として適当でないと認めた場合は、
参加できないことがあります。

■お礼の品の要件
　町内で生産、製造、加工のいずれかが行われており、町のＰＲおよび地域振興につなが
ると認められるものなど、平成31年総務省告示第179号第５条の各号のいずれかに該当する
もの。
※飲食物の場合は、消費期限にご配慮ください。
※お礼の品は、単品または複数（詰め合わせ等）のどちらでもかまいません。

■お申し込み方法
　申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに提出してください。
〇必要書類
①日高町ふるさと納税推進事業参加承認申請書
②商品の写真（印刷物・データ）
※�申請書および募集要項等については、以下の町ＨＰを参照いただくか、総務課までお問
い合わせください。

ＨＰ
　「ふるさと納税応援事業者を募集します！」
　http://www.town.wakayamahidaka.lg.jp/docs/2015111300015/

ふ る さ と 納 税
応 援 事 業 者 を 募 集 し ま す ！

【お問い合わせ先】 総務課（☎６３・２０５１）
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０１２０・４３１・６７０

防災行政無線が電話で確認できます！！
　防災行政無線で放送された内容（24時間以内）を、ご自宅の電話を使って
確認できます（マイク放送は不可）。確認手順は次のとおりです。

①フリーダイヤルに電話を掛けます。
②�音声ガイダンスの後に放送が流れます。ガイダンスに従い、操作してください。

　空き家に関する相談を、行政職員と専門家が無料で相談対応します。

日　　時：１月20日（金）　午後１時30分〜４時
場　　所：日高振興局別館　２階　大会議室（御坊市湯川町財部６５１）
申し込み：①氏名　②連絡先　③相談内容等　④相談会場
　　　　��  を日高振興局建築グループまで事前に連絡してください（当日会場での受け付け

も可能ですが、事前申し込みを頂いた方を優先して相談対応します）。

【お問い合わせ先】�日高振興局建築グループ�（　☎��　２４・２９０８）
� （ＦＡＸ　２４・２９２０）
� （持参・郵送も可）

フリーダイヤル
【お問い合わせ先】�総務課（☎６３・２０５１）

空き家なんでも相談会

献血の実施について
　現在、輸血用血液が不足しており
ます。
　皆さまのご協力をお願いします。

【お問い合わせ先】�子育て福祉健康課（☎６３・３８０１）

日　程 実施時間 場　所

１月25日（水）

午前９時15分～11時 日高広域
消防本部

午後１時～４時 日高町役場
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